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保 健 だ よ り保 健 だ よ り

会場 実施日
板橋コミュニティセンター ６日㈭ 13 日㈭ 20 日㈭ 27 日㈭
谷井田コミュニティセンター ６日㈭ 13 日㈭ 27 日㈭
みらい平コミュニティセンター ４日㈫ 18 日㈫ 25 日㈫
きらくやますこやか福祉館 ７日㈮ 14 日㈮ 21 日㈮
青木自治会館 ３日㈪ 17日㈪ 24 日㈪
谷和原公民館　谷原分館 ４日㈫ 11日㈫ 18 日㈫ 25 日㈫
谷和原公民館　福岡分館 ６日㈭ 13日㈭ 20 日㈭ 27 日㈭
内宿公民館（筒戸） 24日㈪
西ノ台倶楽部 19日㈬ 26 日㈬

会場 実施日
伊奈公民館 ６日㈭ 13日㈭ 20 日㈭ 27日㈭

○地域体操クラブ
　シルバーリハビリ体操指導士によるいきいきヘルス体操
実施時間：午前 10時～ 11 時 30 分

○すこやか貯筋教室
　65歳～ 70歳前半の方を対象とした、健康運動指導士による運動
実施時間：午後１時 30分～３時

■参加費…無料
■持ち物…タオル、飲み物
※事前申し込みは不要です。
※悪天候時や積雪、災害時などは休講になる場合があります。
参加者への個別連絡は原則行いません。
※開催の可否は介護福祉課へお問い合わせください。

問　 伊奈庁舎介護福祉課　☎ 58‐ 2111（内線 4306）

介護予防カレンダー（10月）

市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
40
歳
以
上
の
方
へ

か
ら
だ
の
健
康
確
認
！

特
定
健
康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

近
年
、
糖
尿
病
等
の
生
活
習
慣
病
の
有
病
者
・
予
備
群

が
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
治
療
に
か
か
る
医
療
費
が
年
々

増
え
て
い
ま
す
。

　

特
定
健
康
診
査
で
は
生
活
習
慣
病
の
芽
を
早
期
発
見
す

る
こ
と
が
で
き
、
早
期
治
療
・
生
活
習
慣
の
改
善
へ
と
結

び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

特
定
健
康
診
査
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
年
1
回
必
ず

受
診
し
健
康
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

特
定
健
康
診
査
の
受
診
方
法

　
（
年
度
内
の
重
複
受
診
は
不
可
）

①
み
ら
い
健
診
で
受
診
す
る

　

市
健
康
管
理
予
定
表
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
日
程
・
会
場
・
受

診
方
法
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
み
ら
い
健
診
②
の
日
程
は
、
本
紙

●
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

②
医
療
機
関
で
受
診
す
る

　

近
隣
で
受
診
可
能
な
医
療
機
関

は
、
特
定
健
康
診
査
受
診
券
裏
面
に

記
載
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
医

療
機
関
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
受
診
の
際
は
必
ず
医
療

機
関
へ
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

③
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
の
助
成
制

度
を
利
用
し
て
医
療
機
関
で
受
診
す
る

　

事
前
に
市
役
所
で
人
間
ド
ッ
ク
・

脳
ド
ッ
ク
の
助
成
申
し
込
み
が
必
要

で
す
。
助
成
対
象
と
な
る
契
約
医
療

機
関
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
脳
ド
ッ
ク
の
助
成

は
３
年
に
１
回
の
助
成
と
な
り
ま
す

の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
受
診
時
に
持
参
す
る
も
の

　

特
定
健
康
診
査
受
診
券
（
桃
色
）、

国
民
健
康
保
険
証
、
自
己
負
担
額

※
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
健

診
負
担
額
が
無
料
に
な
り
ま
す
。
詳

細
お
よ
び
手
続
方
法
に
つ
い
て
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
受
診
の
際
の
注
意
事
項

　

特
定
健
康
診
査
を
受
診
で
き
る
の

は
年
１
回
と
な
り
ま
す
。
重
複
受
診

（
年
２
回
受
診
し
て
し
ま
っ
た
、
特
定

健
康
診
査
と
人
間(

脳)

ド
ッ
ク
助

成
の
両
方
を
受
け
て
し
ま
っ
た
な
ど
）

が
あ
っ
た
場
合
は
、
料
金
を
返
金
し

て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
の
資
格
を

喪
失
（
社
会
保
険
へ
の
加
入
な
ど
）

し
た
場
合
は
、
特
定
健
康
診
査
受
診

券
（
桃
色
）
を
使
っ
た
特
定
健
康
診

査
は
受
診
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
受

診
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
新
た
に
加

入
し
た
保
険
者
で
受
診
券
を
発
行
し

て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

  

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　

☎
58

‐
２
１
１
１
（
内
線
４
４
０
６
）

問


